
 

入札参加資格停止措置の概要 

 

 

１　入札参加資格停止措置業者及び入札参加資格停止期間 

 

２　事実概要 

　　平成２８年度及び令和３年度に本市が発注した「射水市国民健康保険特定健康診査の

受診勧奨業務委託」において、対象業者が旧㈱ＮＴＴマーケティングアクト（現在の㈱

ＮＴＴマーケティングアクトＰｒоＣＸ）と利用契約を締結し提供していたコールセン

タシステムから、対象業者のシステム運用保守業務従事者（元派遣社員、現在は派遣会

社から退職）が本市の市民情報を不正に持ち出していたことが、警察の捜査等により判

明した。 

　　このことは、当該業務に関し不正な行為をし、市民情報が外部に流出した恐れのある

重大な事案である。 

 

３　入札参加資格停止措置理由 

　　上記の事実は、射水市入札参加資格停止要領別表第２「不正又は不誠実な行為（18）」

に該当する。 
　（期間：当該認定をした日から１月以上９月以内） 

 業者名 区分 住　　　　所 入札参加資格停止期間

 
ＮＴＴビジネスソリューシ

ョンズ株式会社

委託 

物品

大阪市北区大深町 

3-1

４月間 

（令和 5年 12 月 1 日～ 

令和 6年 3月 31 日）


